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ご
注
意
く
だ
さ
い
！
ス
プ
レ
ー

缶
、カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
の
出
し
方

　
ご
家
庭
な
ど
で
使
用
し
た
ス

プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ

の
中
身
が
残
っ
た
ま
ま
ゴ
ミ
に

出
す
と
、
引
火
や
破
損
事
故
の

原
因
と
な
り
、大
変
危
険
で
す
。

　
ご
み
収
集
車
で
引
火
や
爆
発

し
た
場
合
、
通
行
人
や
収
集
作

業
員
の
命
に
か
か
わ
る
ほ
か
、

近
隣
の
家
屋
な
ど
に
重
大
な
被

害
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
処
理
施
設
で
の
破

砕
処
理
で
爆
発
し
た
場
合
、
施

設
の
機
械
類
が
損
傷
し
、
市
内

の
不
燃
ご
み
の
処
理
が
完
全
に

停
止
す
る
の
に
加
え
、
多
額
の

復
旧
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

ス
プ
レ
ー
缶
等
の
出
し
方

①
中
身
を
使
い
切
っ
て
、
火
の

気
の
な
い
、
風
通
し
の
良
い
場

所
で
、
穴
を
２
か
所
以
上
開
け

ま
し
ょ
う
。

②
マ
ジ
ッ
ク
な
ど
で
穴
の
周
り

を
丸
で
囲
み
ま
し
ょ
う
。

③
ス
プ
レ
ー
缶
類
だ
け
を
、
他

の
ご
み
と
混
ぜ
な
い
で
中
身
の

見
え
る
袋
に
入
れ
、
自
治
会
名

と
氏
名
を

書
い
て「
も

や
さ
な
い

ご
み
」
の

日
に
出
し

ま
し
ょ
う
。

※
ご
み
収
集
の
安
全
の
確
保
の

た
め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問 

と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ

　
☎

（31）
２
４
４
６

学
童
保
育 

      

春
休
み
利
用
申
込
受
付

　

保
護
者
の
就
労
等
に
よ
り
、

家
庭
で
の
保
護
指
導
を
受
け
ら

れ
な
い
児
童
を
対
象
に
、
春
休

み
の
期
間
中
の
み
の
学
童
保
育

利
用
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま

す
。
現
在
学
童
保
育
を
利
用
し

て
い
る
方
は
、
改
め
て
申
し
込

み
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象　
次
の
各
小
学
校
の
通
学

区
域
内
の
学
童
保
育
。
栃
中
央

小
、
栃
三
小
、
栃
四
小
、
栃
五

小
、南
小
、大
宮
北
小
、吹
上
小
、

皆
川
城
東
小
、
千
塚
小
、
国
府

北
小
、国
府
南
小
、大
宮
南
小
、

大
平
・
藤
岡
・
都
賀
・
岩
舟
地

域
内
各
小
学
校　

申
込　
２
月
５
日
（
月
）
～
16

日
（
金
）
に
申
込
用
紙
（
問
合

先
、
各
総
合
支
所
お
よ
び
各
学

童
保
育
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

設
置
）
を
子
育
て
支
援
課
、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
に
提
出

※
定
員
に
は
限
り
が
あ
る
た

め
、
申
し
込
み
を
し
て
も
希
望

に
添
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※
国
府
北
小
、
国
府
南
小
、
大

宮
南
小
で
の
利
用
は
、
ス
マ
イ

ル
ク
ラ
ブ
（
檜
山
／
☎
０
９
０

‐
２
３
２
２
‐
０
５
７
７
）
に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

子
育
て
支
援
課

　
☎

（21）
２
２
２
３

「
国
民
年
金
保
険
料
全
額
免
除
・

納
付
猶
予
」「
20
歳
前
障
害
に

よ
る
障
害
基
礎
年
金
」
の
方
は

所
得
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い

　
次
の
方
は
、
所
得
が
な
い
場

合
で
も
前
年
の
所
得
を
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
全
額
免
除
・

納
付
猶
予
を
継
続
承
認
さ
れ
て

い
る
方

 

日
本
年
金
機
構
が
前
年
の
所

得
に
よ
っ
て
全
額
免
除
・
納
付

猶
予
の
審
査
を
行
い
ま
す
が
、

所
得
の
申
告
が
な
い
と
、
審
査

が
で
き
ず
に
却
下
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
な
お
、
継
続
承
認

さ
れ
て
い
る
方
は
、
国
民
年
金

保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申
請

書
の
提
出
は
不
要
で
す
。

20
歳
前
障
害
に
よ
り
障
害

基
礎
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
（
年
金
コ
ー
ド

６
３
５
０・２
６
５
０
の
方
）

　
20
歳
前
障
害
に
よ
る
障
害
基

礎
年
金
の
受
給
に
は
所
得
の
制

限
（
※
）
が
あ
る
た
め
、
前
年

の
所
得
に
よ
り
、
年
金
が
全
部

停
止
ま
た
は
一
部
停
止
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
所
得
の
申

告
を
し
な
か
っ
た
場
合
は
審
査

が
で
き
ず
、
年
金
が
一
時
差
止

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
今
年
度
は
、
所
得
額
が
約

３
６
０
万
４
千
円
以
上
で
一
部

停
止
、
約
４
６
２
万
１
千
円
以

上
で
全
部
停
止
（
扶
養
人
数
が

０
人
の
場
合
）

問 

保
険
医
療
課
☎

（21）
２
１
３
４

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
で

　
「
う
っ
か
り
忘
れ
て
納
付
期

限
を
過
ぎ
て
い
た
」「
忙
し
く

て
金
融
機
関
の
窓
口
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
支
払
う
時

間
が
な
い
」
と
い
う
方
は
、
便

利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
前
納
し
た
場
合
の
割
引

額
も
、
現
金
で
前
納
し
た
場
合

よ
り
も
さ
ら
に
大
き
く
な
り
、

お
得
で
す
。

振
替
方
法
と
割
引
額

①
２
年
前
納  

２
年
分
の
保
険

料
を
４
月
末
に
一
括
引
落
（
２

年
で
約
１
５
，０
０
０
円
割
引
）

②
１
年
前
納  

１
年
分
の
保
険

料
を
４
月
末
に
一
括
引
落
（
１

年
で
４
，
０
０
０
円
割
引
）

③
６
ヶ
月
前
納  

６
カ
月
分
の

保
険
料
を
４
月
末
と
10
月
末

に
一
括
引
落
。（
１
年
で
２
，

０
０
０
円
割
引
）

④
毎
月
振
替
（
早
割
）  

当
月

分
保
険
料
を
当
月
末
に
引
落

（
月
々
約
50
円
割
引
）

申
込
方
法

納
付
書
ま
た
は
年
金
手
帳
、
通

帳
、
金
融
機
関
届
出
印
を
お
持

ち
の
う
え
、
年
金
事
務
所
ま
た

は
利
用
金
融
機
関
で
手
続
き
く

だ
さ
い
。

※
①
２
年
前
納・②
１
年
前
納・

③
６
ヶ
月
前
納
を
新
規
に
希
望

す
る
場
合
の
申
込
み
は
、
年
金

事
務
所
に
２
月
末
必
着
で
す
。

※
平
成
30
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
と
割
引
額
は
未
定
で
す
。　

問 

栃
木
年
金
事
務
所

             

☎
（22）
４
１
３
１

保
険
医
療
課　
☎

（21）
２
１
３
４

３
月
１
日（
木
）～
７
日（
水
）

は
春
季
全
国
火
災
予
防
運
動 

「
火
の
用
心 

   

こ
と
ば
を
形
に 

習
慣
に
」

　
火
災
が
発
生
し
や
す
い
季
節

と
な
り
ま
し
た
。
高
齢
者
が
火

災
に
巻
き
込
ま
れ
、
死
亡
す
る

事
例
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

火
の
後
始
末
に
十
分
気
を
付

け
、
火
災
予
防
に
取
り
組
み
ま

し
ょ
う
。

問 

消
防
本
部
予
防
課 

☎
（22）
０
０
７
２

就
学
援
助
制
度

　
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、小・

中
学
校
へ
の
就
学
困
難
な
児
童

生
徒
の
保
護
者
に
対
し
、
学
用

品
費
・
学
校
給
食
費
等
を
援
助

す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
・
生

徒
が
安
心
し
て
通
学
で
き
る
よ

う
に
支
援
す
る
制
度
を
設
け
て

い
ま
す
。
支
援
内
容
や
申
請
方

法
等
、
詳
し
く
は
問
合
先
へ
。

問 

教
育
総
務
課
☎

（21）
２
４
６
２

道
路
占
用
料
・
法
定
外
公
共

物
使
用
料
の
改
定

　
平
成
29
年
４
月
１
日
の
道
路

法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
本
市
で
も
道
路
占
用
料
・

法
定
外
公
共
物
使
用
料
が
国
に

お
け
る
道
路
占
用
料
に
準
じ
て

平
成
30
年
４
月
１
日
よ
り
改
定

と
な
り
ま
す
。
詳
細
は
左
記
へ

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

土
木
管
理
課
☎

（21）
２
４
０
３

放
置
自
転
車
等
の
移
動
保
管

料
を
改
定
し
ま
す

　

市
で
は
、「
栃
木
市
自
転
車

等
の
放
置
防
止
に
関
す
る
条

例
」
に
基
づ
き
、
公
共
の
場
所

等
に
放
置
さ
れ
た
自
転
車
等
を

撤
去
し
、
放
置
自
転
車
保
管
所

に
移
動
す
る
と
共
に
、
放
置
し

た
方
か
ら
「
放
置
自
転
車
等
移

動
保
管
料
」
を
徴
収
し
て
い
ま

す
。
こ
の
た
び
、
放
置
し
た
方

に
、
よ
り
適
正
な
負
担
を
求
め

る
た
め
、
左
記
の
と
お
り
改
定

し
ま
す
。

改
正
前
　
１
，
０
８
０
円

　
　
　
　
　
（
３
月
31
日
ま
で
）

改
定
後
　
２
，
０
０
０
円

　
　
　
　
（
４
月
１
日
か
ら
）

　
自
転
車
等
の
放
置
は
、
歩
行

者
、
緊
急
車
両
な
ど
の
通
行
を

妨
げ
、
街
の
美
観
を
損
ね
る
要

因
と
な
り
ま
す
。
自
転
車
等
は

路
上
に
放
置
し
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

※
改
定
後
費
用
の
適
用
は
、
４

月
１
日
以
降
に
撤
去
し
た
放
置

自
転
車
等
か
ら
と
な
り
ま
す
。

問 

交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
１

下
水
道
業
務
課
か
ら
の 

　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

井
戸
水
を
使
っ
て
下
水
道
を
使

用
し
て
い
る
方
へ

　
井
戸
水
を
使
っ
て
下
水
道
を

使
用
し
て
い
る
場
合
、
使
用
人

数
に
よ
り
下
水
道
使
用
料
が
決

ま
り
ま
す
。
人
数
が
変
更
に

な
っ
た
と
き
は
、
必
ず
「
人
数

の
変
更
届
」を
提
出
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
井
戸
水
の
使
用
を
新
た

に
開
始
ま
た
は
中
止
し
た
と
き

は
「
使
用
水
の
変
更
届
」
の
提

出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

農
業
集
落
排
水
を
使
用
し
て
い

る
方
へ

　
農
業
集
落
排
水
を
使
用
し
て

い
る
場
合
、
使
用
人
数
に
よ
り

農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料
が

決
ま
り
ま
す
。
人
数
が
変
更
に

な
っ
た
と
き
は
、
必
ず
「
人
数

の
変
更
届
」を
提
出
く
だ
さ
い
。

※
西
方
地
域
で
は
、水
道
水（
市

水
）
だ
け
を
使
用
し
て
い
る
場

合
、
変
更
届
の
提
出
は
不
要
で

す
。
井
戸
水
の
使
用
を
新
た
に

開
始
ま
た
は
中
止
し
た
と
き
は

「
使
用
水
の
変
更
届
」
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

問 

下
水
道
業
務
課☎

（21）
２
４
１
８

自
主
防
災
組
織
の
設
立
を 

            

目
指
し
ま
し
ょ
う

　
災
害
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す

る
た
め
に
は
、
日
頃
の
防
災
対

策
が
大
切
で
す
。
地
域
で
防
災

対
策
に
取
り
組
む
た
め
に
、
市

で
は
、
自
治
会
等
で
の
自
主
防

災
組
織
設
立
を
推
進
し
て
い
ま

す
。

　
設
立
の
た
め
支
援
等
を
行
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
問
合
先
に

相
談
く
だ
さ
い
。

市
の
支
援
等

・
自
治
会
役
員
等
へ
の
勉
強
会

（
出
前
講
座
）

・
設
立
に
必
要
な
費
用
の
補
助

（
20
万
円
上
限
）

・
翌
年
か
ら
は
活
動
に
つ
い
て

の
補
助
（
２
万
円
上
限
）

問 
危
機
管
理
課
☎

（21）
２
５
５
１

一
灯
点
滅
式
信
号
機
の
撤
去

　
現
在
設
置
さ
れ
て
い
る
一
灯

点
滅
式
信
号
機
は
、
国
の
指
針

に
よ
り
順
次
撤
去
さ
れ
、
一
時

停
止
の
高
輝
度
標
識
や
路
面
表

示
の
規
制
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

交
通
事
故
防
止
の
た
め
、
交
差

点
で
の
確
実
な
安
全
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

問 

栃
木
警
察
署
☎

（25）
０
１
１
０

交
通
防
犯
課 

☎
（21）
２
１
５
１

宝
く
じ
助
成
金
で
、
市
消
防

団
に
「
救
助
用
半
長
靴
」
を

配
備
し
ま
し
た

　
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ

ン
タ
ー
が
、
宝
く
じ
の
受
託
事

業
収
入
を
財
源
と
し
て
実
施
し

て
い
る
地
域
防
災
組
織
育
成
助

成
事
業（
消
防
団
）の
助
成
を
受

け
て
、市
消
防
団
に「
救
助
用
半

長
靴
」
を
配
備
し
ま
し
た
。

問 

市
消
防
本
部
消
防
総
務
課

☎
（23）
３
５
２
７

地
域
福
祉
の
た
め
の
寄
附
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

五月女博勇様（写真左）　

　

福
祉
に
役
立
て
て
ほ
し
い

と
、
市
内
在
住
の
五さ
お
と
め
月
女
博ひ
ろ
勇お

様
よ
り
、
地
域
福
祉
基
金
に

百
万
円
の
寄
附
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
の
寄
附
金
は
、
地
域

福
祉
の
た
め
役
立
て
ら
れ
ま

す
。

問 

福
祉
総
務
課
☎

（21）
２
２
０
１

ふ
る
さ
と
文
化
振
興
基
金
へ

の
寄
附
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た

　
市
民
文
化
の
振
興
の
た
め
の

ふ
る
さ
と
文
化
振
興
基
金
に
、

次
の
方
々
か
ら
寄
附
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

栃
木
市
モ
ラ
ロ
ジ
ー
事
務
所 

様

吉
永
し
げ
る
歌
謡
祭
実
行
委
員

会 

様
問 

文
化
課　

 

☎
（21）
２
４
９
５

地
域
福
祉
基
金
へ
の
寄
附
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
福
祉
の
増
進
に
役
立
て
て
欲

し
い
と
、
株
式
会
社
栃
木
自
動

車
教
習
所
様
よ
り
、
地
域
福
祉

基
金
に
２
２
，
４
２
５
円
の
寄

附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

問 

福
祉
総
務
課
☎

（21）
２
２
０
１

募

集

蔵
タ
ク 

電
話
予
約
受
付
オ

ペ
レ
ー
タ
ー
募
集

募
集
人
員　
２
人
程
度

任
用　
４
月
２
日
（
月
）
か
ら

資
格
・
要
件　
パ
ソ
コ
ン
の
基

本
操
作
（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル

等
）
が
で
き
る
方
／
市
内
の
地

理
に
詳
し
い
方

勤
務
条
件　
勤
務
時
間　
７
時

30
分
～
17
時
15
分
※
う
ち
５
時

間
勤
務
（
７
時
30
分
～
12
時
30

分
・
12
時
15
分
～
17
時
15
分
／

二
交
代
制
）
週
５
日
間
勤
務
、

雇
用
保
険
、
社
会
保
険
加
入

報
酬　
日
額
５
，
４
０
０
円

申
込　
２
月
９
日
（
金
）
ま
で

に
履
歴
書
（
写
真
添
付
）
を
添

え
て
問
合
先
へ
提
出
。
※
後
日

面
接
を
行
い
、
採
用
の
可
否
を

決
定
し
ま
す
。

問 

交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
４

消
防
団
に
配
備
さ
れ
た
半
長
靴


